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研究成果の概要（和文）：　我が国の住宅市場でマンションに関しては、新築購入よりも中古購入が割合として
上回るようになったが、マンションの居住環境を大きく左右するのは、マンション全体の管理の質である。しか
し、この情報は、情報の非対称性の問題のため購入者に届きにくい。そこで本研究は、管理の質の情報が実際に
どのように提供され、それを促進するにはどのような法制度が必要か、国内での購入者アンケート調査、米仏と
の比較法研究を通じて探求した。結論は、仲介業者の役割強化の立法が有効であるというものであるが、しかし
このような立法を持つ仏米でなお問題が残ることも同時に明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：  Recently, the rate of existing home transaction exceeded that of new home 
in Japanese condominium housing market. However, the information on the quality of total management 
of condominium, which is an important factor for good living conditions, does not reach to buyers 
because of asymmetry of information. 
  Based on questionnaire surveys on buyers of existing condominium and comparative study of laws in 
France and United States, this research aimed to clarify what information is provided by real estate
 agency, what impact this information has and how we can improve our current situation by legal 
reform. As a result of this study, we conclude that the legislation that asks more responsibility to
 this agency is effective. However, even in France and United States that have had such legislation,
 there is still a problem of information asymmetry. Therefore, we need more empirical study on both 
of counties.      

研究分野： 法社会学
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１．研究開始当初の背景 
 (1)空き家問題のフレーム化  
 2010 年に実施された土地・建物調査にお
いて全国の空き家率が 13.1%に達したことが
報道され、空き家問題というものがフレーム
化され始めた際に本研究はスタートした。 
 国の施策としても空き家増加を食い止め
るためには、中古住宅市場の整備が必要であ
るとの認識のもと、長期優良住宅制度、住宅
性能表示制度、住宅履歴制度が導入された。  
 その際、中古住宅取引の仲介役たる宅建業
者の役割に注目がなされ、この専門家が中古
住宅の売買契約時に行わねばならない重要
事項説明の内容を拡大させることが進めら
れた。このような役割拡大を背景として宅建
業者の職名も 2015 年の法改正により「宅地
建物取引士」へと改められた。 
 (2)高経年マンション問題  
 住宅の質を評価せねばならない中古住宅
市場において独自の問題となるのが区分所
有型のマンションである。日本において区分
所有型マンションは、1960 年代から広がり
始めており、ストックとしての高経年マンシ
ョンがかなり増えてきていた。 
 中古戸建住宅においては、中古購入により
新たに取得した新所有者が自らの判断によ
って必要な修繕を行うことは容易であるが、
区分所有型マンションにおいては共用施設
の改善のためには、管理組合でのほぼ全員一
致に近い合意形成を必要とする。 
 そのため必要な管理が実施できているマ
ンションとそうでないマンションとに二極
化しつつあるが、実務においては、不利な情
報は隠される傾向があり、中古購入者も管理
の重要性をさほど認識していないため、情報
の非対称性問題が生じ、熱心に管理活動を行
って質を向上させるというインセンティブ
も失われる。 
 (3)京都マンション管理評価機構の設立 
 そこで京都市では、高経年マンションにお
いて熱心に管理に取り組んでいるマンショ
ンの管理組合、購入者の立場になって管理情
報の収集・評価・説明に努めている宅建士を
中心に京都マンション管理評価機構が結成
された。この機構は、経年マンションの管理
の質を第三者として評価し、その情報をイン
ターネットに公表することで市場に影響を
与えることを目的としている。またマンショ
ン内の管理だけでなく、マンションが周辺の
地域社会と良好な関係を築いているかにつ
いてもこの機構は評価を行っており、後述の
アメリカでの BID と居住用不動産との関係
を分析する上でのヒントとなった。本研究は、
この機構に多く助言を頂きながら実施して
いった。 
 (4)研究動向   
 以上のような背景の変化が生じており、マ
ンションの管理の質の重要性が説かれてい
たが、実際、中古マンション購入者がどのよ
うな情報を購入前に得ており、どの情報を重

視しているのか、居住開始後、どのような管
理問題に直面しているか、についての研究は
なかった。 
 また欧米における仲介業者の情報提供の
積極性が指摘されていたが、それが実際にど
の程度のものか、という研究もまだ薄かった。 
 さらに高経年マンションが直面する問題
を理論的に分析するフレームもまだ発展途
上であった。 
 
２．研究の目的 
 (1)以上の研究動向に鑑み、本研究の目的は、
以下の 3 点に設定した。 
 ①中古マンションの取引においてどのよ
うな情報が提供され、評価されているのか、
宅建士はどのような役割を果たしているの
か、といった点ついての実態を解明すること
である。 
 ②比較法研究を通じて、他国における情報
提供に関する法的規制や実態としての情報
提供、高経年マンションの管理問題の解決方
法についての理解を深めることである。 
 ③第二の比較法研究を通じてこの研究課
題に取り組む研究者との国際的ネットワー
クを構築することである。 
 
３．研究の方法 
 (1)取引過程の実態把握 
 研究の目的①に関しては、研究分担者とし
て安枝英俊に加わってもらえたこともあり、
京都マンション管理評価機構のネットワー
クをフルに活用しての調査を実施すること
ができた。 
 初動期においては、この機構に加盟する高
経年マンションを訪問し、管理組合や管理員
に対して聞き取り調査を行い、さらにマンシ
ョンの周辺に位置する宅建士にも聞き取り
調査を実施した。どのような管理の内容がマ
ンションでの良好な居住環境を持続的に保
障する上で必要か、またそれを宅建士がどの
程度認識・評価し、購入希望者に伝えている
か、を解明することに努めた。 
 このような質的調査を先行させた上で、イ
ンターネット調査会社を用いて中古マンシ
ョン購入者への量的アンケート調査を実施
した。 
 また京都市内の高経年マンションを2つセ
レクトし、全住戸に対するアンケート調査も
実施した。 
 (2)比較法調査 
 研究目的の②に関しては、研究代表者であ
る高村が2014年 8月〜2015年 11月までアメ
リカの UC バークリーにて在外研究の機会を
得たこともあり、アメリカ法を中心に幅広い
内容の研究を行うことができた。 
 ロースクールにて Property の講義を受講
し、Common Property Regime に位置するマン
ション法の基礎にある体系、アメリカ法学の
特色、法と経済学の影響、アンチ・コモンズ
論を始めとする所有法学理論について理解



を深めた。 
 また同在外研究期間、サンフランシスコ市
の三つのビジネス改善地区の会議運営を観
察調査し、地区運営における区分所有型居住
用不動産の位置づけ、商業用不動産と居住用
不動産のそれぞれの利害の表出のされ方、ど
こまでビジネス改善地区が居住者利益を包
摂できるか、法がどのようにそれを促すこと
ができるか、について研究を進めることがで
きた。 
 また本科研費から直接支出をしなかった
が、2015 年 9月にはフランスでマンション法
の調査を行うことができた。 
  
４．研究成果 
 (1)実態調査からの知見 
 中古マンション購入者への量的アンケー
ト調査の結果については、雑誌論文⑧と図書
③において公表し、またその概要を韓国との
交流シンポである学会発表①において発表
した。 
 調査からの知見としては、さまざまな管理
情報を事前に入手するアクティブな行動を
取っていた購入者は、結果として管理が良好
なマンションに居住できていること、またこ
のような行動パターンを取った回答者は、居
住後にマンションの管理組合の運営におい
ても積極性があること、重要な管理情報を入
手するに際しては購入者自らが動き回るよ
りも質について丁寧に説明してくれる仲介
業者との出会いがより大事になること、を発
見できた。 
 従来の研究では、このような好循環は示さ
れたことがなく、ここからマンションの管理
組合にとっても管理情報を積極的に開示し
ていくことは管理の将来の担い手を確保す
る上でメリットが大きいことが導けた。 
 また購入者よりも仲介業者の役割が大事
となるという知見も宅建士にさまざまな役
割を求めている今日の立法動向を支持する
ことが導ける。 
 他方で、研究分担者が主として実施した高
経年マンション調査(雑誌論文②)では、良好
な管理で有名なマンションの中古購入者と
いってもさほど管理情報を事前に入手して
いたわけではないことが結果として導けた。
どのように良好な管理であることの情報を
届けるかについては、まだ課題があることが
わかった。管理の良さや悪さが値段に反映し
ていれば良いとの考え方もあるが、この点に
ついては京都市全体で中古マンションがこ
の間急激に上昇しているため、価格上昇が各
マンションの管理内容を踏まえたものかど
うか、を分析することは困難であった。 
 また雑誌論文②では、マンションの管理運
営でも管理組合主導型と管理員型があり、そ
れぞれに長短があることも示せた。フランス
では後者が強いが、後述のようにこの点には
最近批判も多いようである。 
 (2)比較法研究からの知見 

 比較の対象としたのは、区分所有建物全体
が co-op という形での団体全体に帰属し、
個々の住戸購入者は、会員権として専用部分
の排他的利用権を有するに過ぎないとする
団体性が強いアメリカ法と、これとは反対に
個々の住戸に対して排他的な私的所有権を
成立させた上でこの私的所有権の積み重な
りとして集合住宅を位置づけ、全員一致法理
が基調となる個人主義的な色彩が強いフラ
ンス法である。 
 これら両極についての理解を深めること
を通じて日本法の状況を上手く位置づける
ことができるようになった。 
 アメリカ法では、一体的な利用が必要な建
物や空間において所有者が細分化し、全所有
者の全員一致が必要となる場合、合意形成コ
ストが極度に高まり、利用がデットロックさ
れ、負の外部性が生じるメカニズムを「アン
チ・コモンズの悲劇」として捉える議論が有
力となっている。 
 研究代表者がアメリカのロースクールで
体系的な講義を受講することができたため、
この議論の位置づけを幅広い文脈において
理解することができた。この議論に基づく所
有権制度分析を研究期間後半期には多く行
い、雑誌論文③、⑤、図書②にまとめること
ができた。 
 このような分析視角から土地・建物・資源
の過少利用の原因を考察するという方法は、
マンションに限らず、入会林野の荒廃状況を
分析する上でも有効であることが明らかに
なっていき、この知見は、この科研の後続と
して申請し、採択された基盤 C「パネルデー
タ分析による入会林野近代化法50年の総括」
に引き継がれた。 
 またアメリカやフランスでの中古住宅取
引過程においては、管理情報の質が専門家を
通じて十分に提供されているとの研究が日
本では多いが、実際に現地で専門家等にヒア
リングしてみると、なお課題も多いことが判
明した。この問題発見は、後述の国際的ネッ
トワークの構築において継承される。 
 (3) BID 調査との関係 
 サンフランシスコ市でのビジネス改善地
区調査からは次のことが明らかになった。 
 サンフランシスコ市は、市条例を通じてビ
ジネス改善地区の運営をビルオーナーやビ
ジネスオーナーだけではなく、居住用不動産
のための利益にもなることを方向づけよう
としており、このことを会議公開において実
現しようとしている。 
 このポリシーのもと州法を修正し、居住用
不動産からもビジネス改善地区の活動財源
となる負担金を徴収している。 
 しかし、調査した 3地区においては、居住
利益を十分に包摂するようになっておらず、
その傾向が近年の市内の地価高騰、ジェント
リフィケーションで強まる傾向にあった。 
 これらの知見については、雑誌論文①と図
書①において詳しくまとめることができた。



日本においても都心空間のエリアマネジメ
ント制度の導入が提唱されており、そこでの
タワーマンションの扱いが問題になってい
る。引き続きこの課題については日米での調
査を進めていきたい。 
 (4)国際的ネットワーク 
 本研究の最大の成果は、国際的な研究者ネ
ットワークの構築である。研究成果の発表は、
アメリカ、フランス、韓国、カナダで行い、
それぞれの地で良いカウンターパートナー
を見出すことができた。 
 またフランスのマンション研究者である
Marie-Pierre Lefeuvre（パリ大学教授）を
中心とする比較マンション法の大型プロジ
ェクトにも加わることとなった。 
 アジアではコモンズ研究者によるリージ
ョナル会議も予定されている。 
 この研究課題の延長上でさらなるネット
ワークの拡大・充実化を目指して行きたい。 
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②高村学人「現代総有論の歴史的位相とその
今日的意義」五十嵐敬喜編『現代総有論序説』
ブックエンド、60-83 頁、2014 年  
③高村学人 「コモンズとしてのマンション 
ー都市と市場のなかでの公共性」間宮陽介・
廣川祐司編『コモンズと公共空間 ー都市と
農漁村の再生にむけて』昭和堂、143-174 頁、
2013 年  
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○出願状況（計  件） 
 
名称： 
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種類： 
番号： 
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国内外の別：  
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国内外の別：  
 
〔その他〕 
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